
世界最高レベルの採用を.

コンパーティングの明日を考える会(田口薦委員長、事務周:関東グラピア協

同組合、 TEL.'偲部，22-1895)は、平成28年4月25日(月)午後l時半より、東京・す

みだリバーサイドホールにおいて330名を集め、第4固セミナー「サステイナプルな

業界を目指して~理解しよう安全・安心、考えよう品質-Jを開催しました。今回

は、日本包韓専士会顧問(前会長)、日本包襲技術協会包装管理士講座講師の酉

秀樹氏主、労働衛生コンサルタントの岡田賢造氏の講演を紹介します。

包装資材の法規制を巡る最新動向

l包装を取り轡〈鰍

原材料は全世界から輸

入されています。問題が

起きたらどこから買って

いるのかを突き詰める。

トレーサピリティです。

1つの国の問題は国際

問題になります。安全基

準はまさに八一モナイゼ

ーションカ匂守われています。

酋望号樹氏

化学物質の規制は今後間違いなく強化される方向

にあります。

参考までに、「ポリオレフィン等衛生協誼会(ポ

リ衛協)技術資料第63号 (2006年)Jで食品包

装資材の種類と使用割合を見ると、ガラス、金属、

紙の使用割合が35wt96、残りは全てプラスチッ

クです.約2/3はプラスチックとお考え下さい。

重量比なので、プラスチックが他の材料より密度

が小さいことを考えると容積比率では8"'9割

を占めることになります。
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食品衛生法は器具および容器包装が対象。軟包

装は容器包装.多種多彩な製品があります。現製

品だけは乳等省令という特別なものがあります。

とれは、 一般食品と統合され、厚生省告示第370

号に統合する方針に決まっていますが、審議には

まだかかっていません。 PL制度化に時間が取ら

れてなかなか進んでいないということです。

告示370号の一般食品の規制における材質別規

格を見ると、①ガラス・陶磁、②合成樹脂、③ゴ

ム、④金属缶の 4材質しか規格がありません。

よく、 r紙はどうなっているのでしょうか』と質

問を受けますが、規制はないというととです。ま

さにおそるべき日本の現状で、厚労省の対応は遅

れ気味です.世界中を見ても 4つしかないのは

日本くらいです.

器具または容器包装の用途別規格は、①いわゆ

るレトルトパウチ、 ②清涼飲料水用の容器包襲、

③氷藁の製造に使用する器具、④自動販売楓(食

品が直接接触するもの)およびこれによって食品

を販売するために用いる容器⑤コップ式自動販

売機または清涼飲料水用全自動調理器に収められ



る清涼飲料水の原液の運搬器具または包装器具の

5つになります。

l舗樹脂の規格信雄370号)の概要

一般規格は主iこ重金属の規制。既lこ当たり前の

ことですが、カドミウム、鉛は100μg/g以下、

などです。

個別規格では、日本は蒸発残留物という言い方

をしますが、食品を 4つに分けます。温度の区

分は100.Cを超える場合と100.C以下の場合の 2

区分のみ、代表の時間で抽出して規格を決めます。

10ぴCを超える場合は、 95.C、30分で試験する、

ということになっています。レトルトの標準殺菌

温度は121.Cですが、95.Cで試験します。これ

は30年間大きな改正はありません。残念ながら

これが日本の状況です。

では、ここに使われる樹脂はどうなっているの

か。法律を読んでも何も出てきません。日本特有

の各業界自主基準という伝統的な仕組みになって

います。輸入品は全くノーマークです。海外の方

はポリ衛協のととは知りません。日本の厚労省や

JETROのウェブサイトには食品衛生法の乙とは

書いてありますが、業界自主基準には一言も触れ

ていません。海外の方は知りませんから、私もポ

リ衛協にいたときは中園、台湾、韓国などに、「乙

れをやらないと日本は売れない、守ってくださし¥J

と説明しました。しかし、殆どはノーマークでど

んどん樹脂が輸入されています。平成27年6月、

厚労省はようやく規制の在り方に関する新方針を

決定。管理水準は日欧米合わせたので、実質的に

は産業界は欧米並みです。

ポリ衛協の自主基準 「ポリオレフィン等合成樹

脂製食品容器包装に関する自主基準PL(ポジテ

ィプリスト)Jのポリオレフィン等30樹脂がメイ

ンと考えて下さい。印刷インキは印刷インキ工業

会、ラミネー卜用接着剤は日本接着剤工業会の

NL (ネガティプリスト)があります。

ポリ衛協は約40年かけて13，000件の確認証明

書を発行しています。一生懸命取り組んでいます

が、悩みとしては自主基準のため法的強制力がな

いこと。会員が会費を払って自主的に実施してい

ます。そして、海外では殆ど知られていません。

印刷インキ工業連合会の印刷インキの NLは約

540物質。法令で規定する物質および発がん性物

質約450物質のうち、約8割は発がん性物質です。

また、 NL規制の適用範囲および使用規定の一部

改訂で、「なお、洗浄剤、湿し水等の印刷材料は

印刷インキ用助剤には含まれない。」という 1行

を削除し、洗浄剤と補助剤も Nしに追加しました。

接着剤にも{以たようなものが沢山あり、インキと

殆ど同じ NLと思って下さい。

欧米中は全て国の法律です。日本のような業界

自主基準は全くありません。知っている人は知っ

ている、守っている。しかし、海外に一歩行くと

全く分かりません。

溶出試験条件が使用実態と事離していますが、

乙れは改正原案ができました。現行温度区分が

100.C超と100.C以下の 2区分しかありませんが、

改正原案(平成24年度厚生労働省労働料学研究

最終報告書)では、 121.C、30分と40.C、30分

を入れて 4区分にしました。 121.Cについては、

私が樹脂メーカーにいるときから加工メーカーさ

ん、食品メー力ーさんとお話して既に対応してい

ます。欧米には既にありますから、その基準でデ

ータを取り交わしています。そういう意味では日
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表1 日欧米中の現状出較と日本の課題

国の法律 業界自主基準・推奨基準

「食品衛生法」 ポリオレフィン等衛生協議会他
-器具及び容器包装の規格基準(告示第370号) -添加剤、色材、樹脂~加工品が対象
-一般規格と値別規格(樹脂ごと)により規制
-原料樹脂の規格はごく一部のみ . PL方式 36樹脂

日本 -乳製品を特別に厳しく規制(乳等省令)
→一般食品と統合の方針で審議中 .NL方式印刷インキ、接着剤

一糊鰍軍離:改正原案提出 回
-添加剤は添加量制限
-法的効力なし。輸入品nomark 

Id'5J →実質的な「業界標準」

「連邦食品医薬品化粧品法」
-食品医薬品局 (FDA)

-ポジティブリスト方式(添加量制限)
米国 . No Objection Le坑erもあり

-闇値の規制を導入
-上市前届出制度が主流に定着(約1，570製品)
→個別製品ごとの認可=日欧との大きな相違点

28カ国の規制による統合推進中王寺世界標準
-プラスチック施行規則発効

EU 
ポジティプリスト方式約1，000物質、移行量制限
ポリマー別規制を廃止
モノマーと添加剤ほぽ終了、インキと接着剤検討中

独国『食品・白用品法J BfR遵守の規定あり BfR推奨基準(ドイツ連邦リスク割面研究所)

-食品安全法
-国家標準として規制

中国 -欧米と類似の添加剤 PL完成、新規評価基準は EU
採用

.EU類似の樹脂と成型品等の規格、 WTO通聡済
-欧米並みの法体系構築:遵守度、実効性は?

本の産業界は賢く振る舞っていますので、改正さ

れても全く問題ありません。世界のスタンダード

はEUなので、規格は EU'こ合わせる乙とにして

います。

もう 1つは PLの問題があります。現行制度の

問題点は、要するに欧米の PL制度には適合しま

せんが、日本の制度よでは特に問題のない物質の

流入、というととです。

平成27年 6月22日、厚労省の部会で、①当面

(ほぼ 2年) r自主管理ガイドライン」を検討し、

通知します。この括弧のほぼ 2年とは、配布資

料には書いてありません。しかし、説明した課長
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出典 「第4固ユンパーティングの明日を考える会」配布資料

代理の方が口で言いました。『自主管理ガイドラ

イン』を検討、通知し、②業界団体の PLを付け、

③法制化はその後(数年後)、これも括弧の部分

は口頭です。今後の計画は、来年の春頃、 5月

か 6月頃に通知。したがって皆さんの会社では、

今買っているものの PL適合を確認すれば全く問

題ありません。抗菌剤は載っていませんから、こ

の場合は問題になります。

平成28年 1月の厚労省研究班会議では、平成

32年の東京五輪を回途に園際標準 HACCPを義

務化、食品の日本品質を輸出、この際、どんどん

PRしようじゃないか、というととを言い出しま

したので、多分乙れに合わせて PLは法制化にな

ると思います。ガイドラインは来年、法制化は平

成32年と思われます。



表2 次回改正lζ向けた検討状況

f)，c}J溶出試験条件改正原案 (H24年度厚生労働科学研究最終報告書)

現行 改正原案(基本条件)

試験温度/時間

使用温度区分 試験温度/時間 使用温度区分 水、 4%酢酸、
イソオクタン

エタノール等

110.C超 121/30 70/30 
10ぴC超 95/30 

70........110 95/30 60/30 

7ぴC以下 60/30 25/30 
100.C以下 60/30 

40/30 25/30 4ぴC以下
(接触時聞が30分未満の場合、 xO.5)

く〉温度 :2→4(レトルト想定と窒温使用を追加)、 121
0

Cは既に採用のメーカ一多し→大きな問題なし (PP主体)
く〉規格値と単位:100 (mg/cm') or 60 (mg/mL、蓋材)= EUと整合化

出典 「第4固コンパーティングの明日を考える会」配布資料

印刷インキと接着剤の PL化はかなり先の話で、

食品メー力ーが今後 PL適合を取引条件とする動

きも可能性があります。これが出てくると非常に

インパクトがあります。「とれを守っていないと

当社では使いません』ということです。

HACCPは、大企業の 8割が導入していますが、

中小企業は約 3割という乙とで、厚労省もイラ

イラしています。じゃあ、もう義務化しようとい

うことです。

l欧州における印刷インキの山の副き

欧州における印刷インキの PL化は、欧州印刷

インキ協会が中心となっています。

2010年、スイス(非EU加盟国)がPしを作り

ました。ホームページに出ています。約5，000の

化学物質が羅列されています。そのうち、評価済

みの化学物質が約1，000、未評価が約4，000です。

EUの化学産業、特に印刷インキ関係ではドイ

ツの影響力が断トツの強さです。印刷インキの二

強は日本とドイツだと思います。現在、ドイツで

は食品接触材料の両面(食品接触側および反対側

の両面)に使える PLを検討しています。モノマ

ーとその他の出発原料(顔料、溶剤、添加剤、光

開始剤など)が対象です。今までの世界の常識は、

必ず接触しない面で使用しなければいけませんで

したが、それを両面に使えるように拡大します。

本当は去年出る予定でしたが、最近の情報だと多

分早くて今年後半にずれるということです。とい

うのは、相当異論が出ているから。スイスもちゃ

っかり意見を言っているそうです。

中国は既に去年11月';::WfOで接着剤の Pしを

アナウンスしています。一気に進んでいます。

点
一

直
属
一

留
一の一材

一
資
一入一

輸
一

容器包装の遭合性証明、食品衛生法適合試験成

績書は絶対に入手して下さい。原料樹脂の PL適

合証明は、まず樹脂メーカーを調べて下さい。そ

の樹脂メーカーでしか証明書は出せません。

原料樹指の PL適合証明は、ポリ衛協の英文版

PLを提示し、メー力ーに当該樹脂の組成等がPL

登録物質か全てチヱツクしてもらう。添加剤は企

業秘密なので成分開示までは要求しませんが、な

かなか大変です。私も中国相手に十何件やりまし

たが、成功確立は約 3割、それでも使っている

のが現状です。
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この世界の基準はEUです。韓国、台湾はPL

検討中.今後日本も動きますが、それでも動きは

鈍い。欧米に見劣ります。欧米ではレトルトや電

子レンジは法律にしていますが、日本は自主基準。

中国も改良しています。原材料の自主基準は最低

限確認して下さい。自主的に世界最高レベルの基

準を採用するのが賢明です。特にレトルトと電子

レンジ、次はインキと接着剤について、 EUは素

晴らしいものを作りますから、いつ日本の厚労省

が動乙うと何も問題ありません。

今後大きな動ぎがあるという乙とと、ぜひこの

分野に関心をもって業界としてどう対応するか真

剣に考えていただければうれしく思います。

化学物質のリスクアセスメント
実施について(グラビア印刷編)

l化学物質@リス仇スメント繍化

化学物質のリスクアセ

スメント(RA)が平成

28年 6月 1日から義務

化されます.化学物質の

危険性または有害性の調

査というのは法令で出て

いる言葉で、 RAという

言葉は法令には出てさま

せん。この義溝化を実施し

労働衛生コンサルタシト
阿国費浩氏

ょうというものですが、罰則はありません。

どういう乙とをするのかというと、安衛法の

57条の 2，乙書いてありますが、 640物質に拡大

されたSDS(安全データシート)の突付義務結果

に基づき、 RAの結果、危険だったら措置をして

e GpJA臥N盟 16.6

下さい。色々な方法があるので努力義務になって

います。 RAの対象はすべての事業者です。業種、

事業規模に関係なく、従業が 1人、 2人のとこ

ろでも、銀行、商社でも業務として取り撮ってい

るのなら実施して下さい。

伺故こんなことになったかというと、平成24

年の胆管がんが契機です。皆さんよくご存りだと

思いますが、有機則、特化則の規制対象物質でな

かったために無害な溶剤だと勘違いして換気不十

分な地下室で使い、 17人が担管がんを発症し、

8人が死tしたという事件が発生しました。 RA

を実施していればこうしたととは起乙らなかった

でしょう。乙乙で大事なことは、健康診断をしな

くていい、作業環境測定しなくていい、こういう

潜剤だったらいいですよといって売り込まれて、

無知だったということです。そこが問題です.と

れを改善しなくてはいけません.

そこで、安衛法は平成26年に改亙されました。

RAを実施して必要な措置、大臣の指針が公表さ

れています。新たに追加されたのは、安衛則34

条の 2の7および8。調査対象物を新規・変更

時、作業手順変更したときには実施して下さいと

あります。また、今まで実施していな、記録がな

い場合は実施して下さいという乙とです。指針は

是非読んで下さい。方向性や注意事項が書かれて

います。

1リスクアセスメント姉@目的

RAの実施は、危険・有害性、乙れは火災、あ

るいは蝿発、を組織的に調べて、できるだけ取り

除き、労働災害を院止することが目的です。「想

定外でした』なんてことは絶対に言ってはいけま

せん.撤底的に調べて下さい。そして、化学物質

を使用する量を測定して下さい。グラビア印刷で

は、調色作業、前準備、印刷、版替えなど色々あ



ります.そして、 リスクレベルを見積もる。これ

はマトリクス法など数種類あります。リスクは有

害性と晦露置を考慮して、そのリスクを評価して

下さい.有害性とは毒性です.曜露量は漫度と時

聞を掛け合わせたものです。リスク対策を実施し

てもリスク低減対策がしっかりできないとダメで

す。 RA実施の結果は社員に周知することが大事

です。罰則があります。

lリスクの概念

有書物質を使って働く人が手作業の場合、曝露

の可能性があります。そこでリスクが発生します。

作業環境測定をしっかりしていればいいですが、

それが無理だと労働災害が発生します。

そして今、約6万種類の料学物質が出回って

いると言われています。この中で640物質がラベ

ル表示義務と SDSの交付義務、 RAを実施する

義務があります。その中で特に規制されているの

は有機則、特化則119物質になりました。第一種、

第二種、第一頼、第二類では、作業環境測定する

乙とになっているので法令で義務付けられていま

す。その他は努力義務です。

厚労省では、製造あるいは輸入業者は化学物質

の危険性・有害性を把握したら、 SOSを交付、

それを事業者にRAできるように知らせ、 SOSの

ないものは買わない、そして実施結果を踏まえた

リスク低減措置を実施して予防して下さい、とい

う考え方を出しています。

1リスクアセスメント輔の流れ

RA実施の流れは第 1ステップから第5ステッ

プまであります。ステップ 1:危険有害性の特定、

ステップ2:リスクの見積、ステップ3:リス

ク低減対策乙の 3つ大が事で、乙れを実施する

ということです。そして努力義務として、ステッ

プ4:リスク低減措置を実施、ステップ 5:労

働者に周知して下さいということです.

手順としては 1""'7まであります.総動員し

てやって下さい.今まで実施したことがなければ

実施して下さい.情報の入手は製品ごとに必ず入

手して下さい.そして社員からの情報、指針は読

むとと、漕剤の性質は重要です。リスクの見積り

は、作業環境測定は噸露限界値と比較など、作業

環境測定をしていれば一応RAしているというこ

とになるわけです。そして、リスクのより低い溶

剤に替える、工学的対策(局排、監散防止)を実
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施して下さい。残留りスクがありますので、必ず

記録に残すようにします。そして、社員に周知し

て下さい(罰則あり)。

実施時期は、原材料など新規に採用したり、変

更したりするとき、作業方法などを替えたとき、

リスクの状況に変化があったとき、過去に RAを

実施した乙とがないとき、記録がないとき、危険

性または有害性などに変化が生じたり、生じる恐

れがあるとき(新たな危険有害性の情報がSOS

などにより提供された場合など)に実施して下さ

い。

l 50Sの記載項目、 GHS分類項目など

SOSは絶対に物質ごとに取って下さい。 GHS

は必ずSOSに書いてあります。物理化学的な危

険性、健康有害性、環境有害性の 3つが入って

います。

皆さんも発がん性物質については興味があるか

と思います。区分 lAはヒトに発がん性がある

ことが分かつている。区分 1Bは動物実験で発が

ん性が分かつている。そして分類できない、区分

外、区分分類の対象外となっています。 GHS、

IARC、JSOH、ACGIHで表記が遣います。

急性毒性は GHSでは 5つに分類してあり、

L050とは半数致死量(投与した動物の半数が死

亡する用量)の乙とです。

グラビア印刷で使う溶剤、トルエン、酢エチ、

IPAなどは、それほど危険度は高くないです。

曝露限界値と許容濃度の考え方が書いてあるの

で、ゆっくり読んでみて下さい。 ACGIH(アメリ

力合衆国産業衛生専門家会議)は 1日8時間、

週40時間の加重平均。日本産業衛生学会も同じ

です。

リスクの見積り方法は、定量法と定性法があり

ます。作業環境測定は「場の測定』です。曝露測

定ではありません。でも、場の濃度が低ければ一

応曝露は少ないと己朝団できます。また、曝露濃度

の測定や検知管で行う方法もあります。

化学物質の有害性、危険性を曝露推定して定性

的に行う方法がコントロール・パンティング法(簡

易な方法)です。

職場の空気環境の実態を把握。グラビアは作業

環境測定をしていますから、A測定(濃度分布状

況を平均値とバラツキで把握)、 B測定(最大濃

度の測定で改善を視野に測定)。作業環境測定は

管理濃度で評価しています。これは時間の因子は

ないです。

作業者の個人曝露濃度の斑定は、日本では法令

表3SDSの記識項目

記載項目

1)化学物質名及び会社情報(連絡先) 9)物理的及び化学的性質(基礎的情報)

2)危険有害性の要約(最小限知るべきこと) 10)安定性及び反応性

3)組成及び成分情報 11)有害性情報(毒性、がん原性など詳細な情報)

4)応急措置(吸入したとき) 12)環境影響情報(残留など)

5)火災時の措置(使用できる消化剤) 13)廃棄上の注意

6)漏出時の措置(人や環境への注意) 14)輸送上の注意(輸送上の規制)

7)取扱及び保管上の注意 15)適用法令

8)曝露防止及ぴ保護措置(設備、保護具) 16)その他の情報(ヨ|用文献、災害事例)

出典 .r第4回コンパーティングの明日を考える会」配布資料
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表4 グラピア印刷で使う溶剤の特性表 (SDSから抜粋)

※急性毒性区分1高e・低5

トルヱン | 酢酸工チル I MEK I IPA 

分子量 I ~ I a I n I 00 

管理濃度 Cppm) I 20 I 200 I 200 I 200 

許容濃度 Cppm) I 50 I 200 I 200 I 400 

蒸気圧 (kpa)20・cI 2.9 I 8.7 I 9.5 I 4.3 

蒸気比重 I 3.1 I 3.04 I 2.5 I 2.1 

沸点 ("C) I T T 0.6 I 77 I 79.6 I 82.3 

引火点 C.C) I 4 I -4 I -9 I 12 

発火点 ("C) I 480 I 426 I 404 I 460 

GHS分類特徴 | 生殖毒性1A I 眼の損傷28 I 全身毒性 | 全身毒性
急性毒性区分源 I 4 I 区分外 I 5 I 区分外

発がん性 (GHS) I 区分外 | 分類できない | 区分外 | 区分外

上の規定はないので、専門性が少し必要になって

きます。評価対象は許容濃度である 1日8時間

労働として、有機溶剤作業主任者にどの辺りが濃

度が高いかを聞いて一番濃度の高いととろを測定

すれば、一応個人曝露濃度の測定も入れた評価が

できるのではないかと考えました。

そして化学物質の特定。 RA対象となる化学物

質取扱業務工程を洗い出し、曝露状況を曝露リス

クから 5段階くらいに分けて見積ります。グラ

ビア印刷で使用される第2種有機溶剤u(卜jレ工ン、

酢酸エチル、MEK、IPA)は、一応作業環境測定

をしていれば有害性に係わる定量的リスク評価を

実施している状況にあるということになります。

l作業環境測定による評価の長短

作業環境測定の第3管理区分はりスクが高い、

第 1管理区分は低いという考え方です。ただ、問

題は「場」の作業環境測定が良好であれば曝露も

低いはずなのですが、実際には色んな仕事をする

人がいるので曝露する人もいます。 A測定では作

業場の濃度分布を客観的に把握し、B測定では高

濃度チェックで、改善しやすく、 機械的に評価で

きるので、B測定でしっかりフォ口ーしてやらない

出典:r第4回コンパーティングの明日を考える会」配布資料

といけないのではないか、という指摘をしています。

作業環境管理の工学的対策を行って下さい。記

録は必ず残して下さい。個人的には印刷機械の構

造が問題だと思います。発散しないようなものに

する、生産方法を抜本的に改変するなどの図式が

ないとダメです。オフセット印刷工場のような警

報装置を設置するのもいいと思います。嘆覚麻揮

ですね。

また、良好な空気環境Lこする方法の工夫・研究。

岡田八回とは客観的に見て下さい、ということで

す。「多様な発散防止抑制措置」という言葉をイ

ンターネットで見て下さい。様々な細かいととが

書いてあります。

厚労省の化学物質取扱業種のリスクアセスメン

ト支援活動促進事業では、グラビアやラミネー卜

について、厚労省のホームページでも公開されま

すし、相談窓口、セミナー開催、訪問指導などが

できるととになっています。

業界団体で活用して、もしリスクアセスメント

を実施していなかったら実施して下さい。最終的

には健康です。 健康以上のものはあり ません。
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